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知立市物品の製造等に関する事務取扱要領 
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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要領は、知立市が発注する物品の製造・販売、物品の買受及び印刷物

の製造並びに役務の提供等（以下「物品の製造等」という。）の契約に関する事

務取扱について必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の意義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 物品 備品・消耗品・生産品・材料品・動物をいう。 

(2) 役務の提供等 設計・測量・建設コンサルタント等委託業務以外の警備・清

掃・保守管理等その他委託業務をいう。 

(3) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。 

(4) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。 

(5) 検査員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者をいう。 

(6) 物品供用職員 知立市財産管理規則第３２条に規定する者をいう。 

(7) 担当課長 物品の製造等を施行する各課等の長をいう。 

(8) 単価契約 発注する数量が予測しがたい場合に、予定数量を設定し、それに

基づいて入札又は見積により単位当たりの契約金額を決定して契約するものを

いう。 

 

第２章 設計書の作成 

 （設計書の作成） 

第３条 担当課長は、物品の製造等を施行しようとするときは、設計書を作成する

ものとする。 

 （施行伺） 

第４条 担当課長は、設計書を作成したときは、施行についてその作成した設計書

を添えて、知立市決裁規程（以下「決裁規程」という。）に基づき決裁を受けな

ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、既に単価契約が締結されている物品購入（以下「単

価契約物品購入」という。）又は役務の提供等（以下「単価契約役務」という。）

にあっては、単価契約物品購入等施行伺いに契約金額や契約内容が明示された書



類を添えて、決裁規程に基づき決裁を受け、単価契約物品購入等発注書により発

注するものとする。 

 

第３章 契約の締結 

 （指名業者選定基準） 

第５条 次の各号に掲げる事項を勘案して指名する業者の選定を行うものとする。 

(1) 事業の実績 

(2) 社会的、経済的信用度及び能力 

２ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定す

る者及び前年度又は当該年度において同条第２項各号のいずれかに該当すること

になった者のうち情状が特に悪質と認められるもの及び贈賄等の不正行為のあっ

た者は一定の期間指名する業者に選定しないものとする。 

３ 設計金額が５０万円を超えない役務の提供等については、知立市小規模契約希

望者登録名簿（その他委託（役務の提供））に登載されたものから選定するもの

とする。ただし、その他委託の内容等において、これによりがたいときは、知立

市競争入札参加資格者名簿（物品等）に登載された者から選定できるものとする。 

４ 指名競争入札又は随意契約については、知立市競争入札参加資格者名簿（物品

等）に登録された者から選定するものとする。 

５ 随意契約をする場合であって特別の理由がありやむを得ないときは、前項の規

定によらず適切と認められる者を選定することができる。この場合にあっては、

業者の選定について物品の製造等を施行しようとする課等の属する部等の長の決

裁及び契約担当課長の合議を受けなければならない。 

 （指名業者選定調書の作成） 

第６条 担当課長は、指名業者選定基準に基づき指名業者選定調書を作成するもの

とする。 

２ 前項の指名業者選定調書は原則として、次の表に掲げる基準に基づき作成する

ものとする。ただし、この基準表によりがたいときはこの限りではない。 

基  準  表 

設計金額 業者数 



  ５０万円未満  

５０万円以上～ １００万円未満 

１００万円以上～ ５００万円未満 

５００万円以上～１０００万円未満 

１０００万円以上～５０００万円未満 

５０００万円以上～ 

２社以上  

４社以上 

５社以上 

６社以上 

７社以上 

１０社以上 

 （入札者等の決定）  

第７条 指名競争入札の入札者又は随意契約における見積者（以下「入札者等」と

いう。）の決定は、担当課長の業者選定案に基づき知立市指名審査委員会（知立

市指名審査委員会設置要綱による）で審議し決定する。 

 （指名等の通知） 

第８条 指名競争入札の通知は、「指名競争入札について（通知）」により、随意契

約の見積書徴収の通知は「見積書の徴収について（通知）」により、契約担当者

が行うものとする。 

 （入札の辞退） 

第９条 入札執行前に入札辞退者があったときは、入札参加者の追加指名は行わな

いものとする。この場合、当該辞退者から辞退届を徴するものとする。 

 （予定価格書） 

第１０条 予定価格決定者は、知立市契約規則（昭和６０年知立市規則第８号。以

下「契約規則」という。）第１３条の規定に基づき、予定価格を決定し、私印を

予定価格書の所要箇所に押印し、封かんするものとする。ただし、契約規則第２

６条ただし書の規定により設計金額を予定価格とみなすときは、予定価格書の作

成を省略できるものとする。 

２ 契約担当者は、予定価格書の開札の時刻まで保管するものとする。 

 （入札の執行） 

第１１条 入札は、知立市入札者心得書（以下「心得書」という。）に基づいて行

うものとし、入札執行場所の見やすいところに心得書を掲示するものとする。 

２ 入札の経過は、入札執行調書により記録するものとする。 

３ 見積書の徴収においても、前項に準じて記録するものとする。 

 （入札により契約できないときの随意契約） 

第１２条 競争入札に付し入札者がないとき、若しくは再度の入札に付し落札者が



ないとき、又は落札者が契約を締結しないときで、随意契約する場合の契約方法

及び見積書の徴収については、別に定めるところによる。 

 （契約の締結） 

第１３条 契約は、支出負担行為決議書により決議した後、次の各号に掲げる契約

の種別に応じ当該各号に定める契約書又は請書により速やかに締結するものとす

る。ただし、１件１０万円を超えない契約については省略することができる。 

(1) 物 品 購 入  物品購入契約書 

(2) 単 価 契 約  単価契約書 

(3) 物 品 借 入  賃貸借契約書 

(4) その他委託  契約書 

(5) 請 書  請書 

 

第４章 契約の履行 

 （監督員の任命） 

第１４条 監督員は、物品の製造又は印刷物の製造にあっては、契約担当者が契約

ごとに任命伺いにより任命するものとし、その他の契約にあっては、その種別、

内容等を勘案し、必要に応じて同様に任命するものとする。 

２ 前項により監督員を任命したときは、監督員の氏名及びその他必要な事項を監

督員通知書により、監督員を変更したときは、監督員変更通知書により、契約者

へ通知するものとする。ただし、物品の製造又は印刷物の製造以外の契約にあっ

ては、口頭で契約者へ通知することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、単価契約物品購入等にあっては、単価契約物品購

入等施行伺いにより任命し、単価契約物品購入等発注書により契約者に通知する

ものとする。 

 （監督の方法） 

第１５条 監督員は、知立市工事等監督要領に基づき監督を行うものとする。 

第１６条 削除 

（工程表） 

第１７条 工程表は、物品の製造又は印刷物の製造にあっては契約締結後５日以内

に契約担当者に提出させるものとし、その他の契約にあってはその種別、内容等

を勘案し、必要に応じて同様に提出させるものとする。 

２ 前項によって提出された工程表は、その内容を審査し不適当と認めるときは、



契約者と調整を行うものとする。 

 （契約者の申出による契約期間の延長） 

第１８条 契約期間の延長の申出は、契約期間延長申出書により、契約担当者に提

出させるものとする。 

２ 契約担当者は、申出を承認するときは、契約期間延長承認通知書により、契約

者に通知するものとする。 

 （契約者の申出によらない契約期間の延長） 

第１９条 契約期間延長の必要があるときは、契約担当者は、契約期間延長協議書

により契約者と協議し、契約者から承諾書を徴するものとする。 

 （契約内容の変更） 

第２０条 契約の内容を変更しようとするときは、支出負担行為決議書（契約金額

の増減を伴わないものについては除く。）により決議し、変更契約書又は変更請

書により変更契約を締結する。 

 （違約金） 

第２１条 第１８条の規定による契約期間の延長が契約者の責によるものであると

きは、契約担当者は、契約規則第３４条の規定により違約金を納めさせなければ

ならない。 

 （未履行部分相当額） 

第２２条 違約金徴収のときにおける未履行部分相当額とは、契約金額から期間延

長前の履行期日において検査した出来形に相当する額を差し引いた額とする。 

 （再委託の届出） 

第２２条の２ 契約者が委託された業務の主たる部分及び軽微な部分を除く一部を

第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、業務再委託承諾申出書（様

式第３０）に業務再委託先一覧（様式第３１）を添えて、契約担当者に提出させ

るものとする。 

２ 前項の申出書の内容が適正であると認めるときは業務再委託承諾通知書（様式

第３２）により契約者に通知するものとする。 

 （契約の解除） 

第２３条 契約担当者は、契約を解除する必要があるときは、契約解除通知書によ

り契約者に通知するものとする。 

２ 契約解除に伴う清算は、出来形検査のうえ契約解除に伴う清算方法により清算



額を確定し、契約解除清算通知書により契約者に通知するものとする。 

 （権利義務の譲渡等） 

第２４条 権利義務の譲渡又は承継の申出は、譲渡（承継）申出書により、契約担

当者に提出させるものとする。 

２ 前項の申出を承諾するときは、譲渡（承継）承諾（否認）通知書により、契約

者及び譲渡（継承）人に通知するものとする。 

 （名称変更等の届出） 

第２５条 契約者の名称若しくは組織又は住所の変更があった場合は、２週間以内

に契約担当者に名称等変更届を提出させるものとする。 

 （損害賠償） 

第２６条 契約担当者は、契約の解除、その他の理由により、契約者から損害賠償

の請求があったときは、意見を付して市長に報告し、その指示を受けるものとす

る。 

 

第５章 物品の製造等の検査 

 （検査及び引渡し） 

第２７条 物品の製造等の検査は、契約規則第４７条、第４９条、第５０条、第

５１条及び第５２条の規定に基づいて行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、単価契約物品購入等にあっては、単価契約物品購入

等施行伺いにより任命し、完了検査後は検査結果を契約者へ口頭により通知する

ものとする。 

３ 契約担当者は契約者より物品の製造等が完了したときは、１０日以内に契約者

の立会いのもとに検査をし、合格と認めたものに限り引渡しを受けるものとする。 

 （検査結果の通知） 

第２８条 契約担当者は、物品の製造等の請負契約について検査を行ったときは、

その結果を書面により７日以内に契約者に通知しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、契約規則第５０条第１項ただし書の規定により請求

書の表面余白に必要事項を記載し、押印することをもって検査調書の作成にかえ

た場合は、検査結果を口頭により契約者に通知することができる。 

第６章 契約代金の支払 

 （部分払） 

第２９条 部分払は、契約規則第５５条の規定に基づいて行うものとする。 



２ 部分払における出来形検査の申出は、出来形検査申出書により契約担当者に提

出させるものとする。 

３ 部分払の支払いは、部分払請求書と出来形検査調書の写しにより、請求書を受

理した日から３０日以内に支払うものとする。 

 （精算払） 

第３０条 契約代金の支払は、請求書と物品等納入検査調書により、請求書を受理

した日から３０日以内に支払うものとする。 

 

第７章 雑則 

 （様式） 

第３１条 この要領に定めのある様式については、別に定めるものとする。 

 （委任） 

第３２条 設計金額が１０万円以下の物品の製造等を施行する場合は、知立市小額

物品購入等事務取扱要領によるものとする。 

 

附 則 

 この要領は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２２年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 



 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

様式一覧 

 様式第１      単価契約物品購入等施行伺い 

 様式第１の２    単価契約物品購入等発注書 

 様式第１の３    指名業者選定調書 

 様式第２      指名競争入札について（通知） 

 様式第３      見積書の徴収について（通知） 

 様式第４      予定価格書 

 様式第５      入札執行調書 

 様式第６      物品購入契約書 

 様式第７      単価契約書 

 様式第８      賃貸借契約書 

 様式第９      契約書 

 様式第１０     請書 

 様式第１１     監督員通知書 

 様式第１２     監督員変更通知書 

 様式第１３     削除 

 様式第１４     工程表 

 様式第１５     契約期間延長申出書 

 様式第１６     契約期間延長承認通知書 

 様式第１７     契約期間延長協議書 

 様式第１８     承諾書 

 様式第１９     変更契約書 

 様式第２０     変更請書 

 様式第２１     契約解除通知書 

 様式第２２     契約解除清算通知書 

 様式第２３     譲渡（承継）申出書 

 様式第２４     譲渡（承継）承諾（否認）通知書 

 様式第２５     名称等変更届 

 様式第２６     出来形検査申出書 

 様式第２７     部分払請求書 

 様式第２８     出来形検査調書 



 様式第２９     物品等納入検査調書 

 様式第３０     業務再委託承認申出書 

 様式第３１     業務再委託先一覧 

 様式第３２     業務再委託承認通知書 

様式第３３     請求書  


